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町
内
の
保
育
園
で
は
、
令
和
２
年
度
の
新
入
園
児
を
募
集
し
ま
す
。

令
和
２
年
度
途
中
か
ら
の
入
園
を
希
望
す
る
方
や
、
現
在
妊
娠
中
の
方

も
次
の
受
付
期
間
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間　

10
月
１
日
㈫
〜
31
日
㈭

▼
入
園
基
準　

保
護
者
が
次
の
①
〜
⑧
の
理
由
で
、

家
庭
で
保
育
が
で
き
な
い
場
合

①
就
労
（
月
48
時
間
以
上
）
、
②
妊

婦
・
出
産
、
③
保
護
者
の
病
気
ま
た

は
障
が
い
、
④
親
族
の
介
護
・
看
護
、

⑤
災
害
復
旧
、
⑥
求
職
活
動
、
⑦
就

学
、
⑧
虐
待
・
Ｄ
Ｖ

▼
申
込
方
法　

次
の
３
つ
の
書
類
を
こ
ど

も
未
来
課
ま
た
は
各
保
育
園
に
提
出

・
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付

に
関
す
る
支
給
認
定
申
請
書

・
就
労
証
明
書
等
（
保
育
の
必
要
性
を

証
明
す
る
書
類
）

・
保
育
園
入
園
申
込
書

▼
申
込
書
配
布
場
所
　

こ
ど
も
未
来
課
、
各
保
育
園

※
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
掲
載
し
て
い

ま
す
。

▼
保
育
料　

児
童
の
年
齢
と
世
帯
（
父

母
等
）
の
町
民
税
の
課
税
状
況
な
ど

に
よ
り
決
定

※
令
和
元
年
10
月
以
降
の
幼
児
教
育
無

償
化
に
伴
い
、
保
育
料
と
副
食
費
を
分

け
て
の
徴
収
と
な
り
ま
す
。

▼
利
用
時
間　

保
育
の
必
要
な
理
由
等

に
よ
り
利
用
時
間
を
決
定

○
保
育
標
準
時
間　

午
前
７
時
30
分
〜
午
後
６
時
30
分

○
保
育
短
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

▼
問
合
せ　

こ
ど
も
未
来
課
保
育
係

☎
72 

６
９
５
９

町
を
「
応
援
し
た
い
」
と
寄
付
す
る

方
へ
お
礼
品
を
通
し
て
町
の
魅
力
を
全

国
に
発
信
す
る
た
め
、
お
礼
品
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
自
慢
の
商
品
や
サ
ー
ビ

ス
を
販
路
の
一
つ
と
し
て
お
礼
品
に
登

録
し
、
全
国
に
Ｐ
Ｒ
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
募
集
要
件

・
町
内
に
事
業
所
が
あ
る
法
人
、
団
体

ま
た
は
個
人
事
業
主
で
あ
る
こ
と

・
町
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ま
た
は
フ
ァ
ク
シ

ミ
リ
で
の
対
応
が
で
き
る
こ
と

▼
募
集
す
る
お
礼
品

町
内
で
生
産
、
製
造
、
加
工
な
ど
を

し
て
い
る
も
の
、
ま
た
は
町
内
で
提

供
し
て
い
る
宿
泊
等
の
サ
ー
ビ
ス

※
お
礼
品
の
例　

農
産
物
（
米
、
野
菜
、

果
物
、
肉
等
）
、
加
工
食
品
、
飲
料
類
、

調
味
料
、
菓
子
、
工
芸
品
、
宿
泊
利
用

券
、
お
食
事
券
、
レ
ジ
ャ
ー
施
設
入
場

券
等

※
飲
食
物
の
場
合
、
発
送
時
に
７
日
程

度
の
賞
味
期
限
が
あ
る
も
の

▼
お
礼
品
協
力
事
業
者
の
メ
リ
ッ
ト

・
ふ
る
さ
と
納
税
の
お
礼
品
と
な
る
こ

と
で
、
ふ
る
さ
と
納
税
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト
「
ふ
る
さ
と
チ
ョ
イ
ス
」
、

「
楽
天
ふ
る
さ
と
納
税
」
等
に
お
礼

品
の
画
像
、
商
品
名
、
事
業
者
名
な

ど
が
掲
載
さ
れ
る
た
め
宣
伝
効
果
が

期
待
で
き
ま
す
。

・
寄
付
者
へ
お
礼
品
を
送
付
す
る
際
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
同
梱
し
、
商
品

Ｐ
Ｒ
が
で
き
ま
す
。

※
そ
の
他
、
お
礼
品
選
定
基
準
等
が
あ

り
ま
す
の
で
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

企
画
財
政
課
ま
ち
づ
く
り
係

☎
72 

６
９
０
６

 ※乳児保育は生後満6カ月を過ぎて7カ月目から
※開園時間は延長保育を含む

黒田原第1保育園

黒田原第2保育園

伊 王 野 保 育 園

那須高原保育園

千 振 保 育 園

大 同 保 育 園

高 久 保 育 園

72-0753

72-0306

75-0316

76-3198

77-0727

63-6028

63-1371

午前7時30分～午後7時

午前7時30分～午後7時

午前7時30分～午後6時30分

午前7時30分～午後7時

午前7時30分～午後6時30分

午前7時30分～午後6時30分

午前7時30分～午後7時

令和3年度民営化予定

令和4年度統廃合・民営化予定

令和4年度統廃合・民営化予定

○

○

○

保育園名 電話番号 開園時間 備　　考
乳児保育

（０歳児保育） 令
和
２
年
度
保
育
園
新
入
園
児
募
集

ふ
る
さ
と
納
税　

お
礼
品
協
力
事
業
者
募
集

寄付地選択 委託先へ寄附者
情報、お礼品選択
情報提供


